
議案第１０号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  平成３１年２月２８日提出 

 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、医療の高度化や被保険者の高齢化による医療費の増加に

対応し、将来にわたって安定した国民健康保険の運営をしていくため、税率等を改

正すること等に伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「１００分の４．３５」を「１００分の４．５７」に改める。 

第５条中「２万６，７００円」を「２万７，８００円」に改める。 

第６条第１号中「２万１００円」を「２万７００円」に改め、同条第２号中「１

万５０円」を「１万３５０円」に改め、同条第３号中「１万５，０７５円」を「１

万５，５２５円」に改める。 

第２６条第１号ア中「１万８，６９０円」を「１万９，４６０円」に改め、同号

イ(ｱ)中「１万４，０７０円」を「１万４，４９０円」に改め、同号イ(ｲ)中「７，

０３５円」を「７，２４５円」に改め、同号イ(ｳ)中「１万５５３円」を「１万８６

８円」に改め、同条第２号ア中「１万３，３５０円」を「１万３，９００円」に改

め、同号イ(ｱ)中「１万５０円」を「１万３５０円」に改め、同号イ(ｲ)中「５，０

２５円」を「５，１７５円」に改め、同号イ(ｳ)中「７，５３８円」を「７，７６３

円」に改め、同条第３号ア中「５，３４０円」を「５，５６０円」に改め、同号イ

(ｱ)中「４，０２０円」を「４，１４０円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，０１０円」

を「２，０７０円」に改め、同号イ(ｳ)中「３，０１５円」を「３，１０５円」に改

める。 

第３２条第１項第２号中「６５歳以上である者」を「６５歳以上である者で、資

格取得日の属する月以後２年を経過するまでの間」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税の減免の特例） 

１６ 当分の間、平成３１年度以後の第３２条第１項第２号の規定による国民健康

保険税の減免については、同号中「６５歳以上である者で、資格取得日の属する

月以後２年を経過する月までの間」とあるのは、「６５歳以上である者」とする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下において

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の４．５７を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下において

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の４．３５を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２万７，８００円とす

る。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２万６，７００円とす

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額） 

第６条 略 第６条 略 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世

帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって同日の属する月（以下この号におい

て「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第１０条及び第２６条において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世

帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって同日の属する月（以下この号におい

て「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第１０条及び第２６条において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３
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新 旧 

号、第１０条及び第２６条において同

じ。）以外の世帯 １世帯について２万７

００円 

号、第１０条及び第２６条において同

じ。）以外の世帯 １世帯について２万１

００円 

(2) 特定世帯 １世帯について１万３５０円 (2) 特定世帯 １世帯について１万５０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について１万５，

５２５円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について１万５，

０７５円 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 略 第２６条 略 

(1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万９，４６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万８，６９０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万４，４９０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万４，０７０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について７，２４

５円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について７，０３

５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１万

８６８円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１万

５５３円 

ウ～カ 略 ウ～カ 略 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万５，０００円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万５，０００円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万３，９００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万３，３５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別
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新 旧 

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万３５０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万５０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について５，１７

５円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について５，０２

５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について７，

７６３円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について７，

５３８円 

ウ～カ 略 ウ～カ 略 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５０万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５０万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

５，５６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

５，３４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，１４０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，０２０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，０７

０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，０１

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

１０５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

０１５円 

ウ～カ 略 ウ～カ 略 

（保険税の減免）  （保険税の減免） 

第３２条 略 第３２条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得し

た日の前日において次のアからオまでのい

ずれかに該当する者の被扶養者であった者

で、当該アからオまでのいずれかに該当す

(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得し

た日の前日において次のアからオまでのい

ずれかに該当する者の被扶養者であった者

で、当該アからオまでのいずれかに該当す
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新 旧 

る者が高齢者の医療の確保に関する法律の

規定による被保険者となったことにより国

民健康保険の被保険者の資格を取得したも

の。ただし、当該資格を取得した日におい

て年齢６５歳以上である者で、資格取得日

の属する月以後２年を経過する月までの間

に限る。 

る者が高齢者の医療の確保に関する法律の

規定による被保険者となったことにより国

民健康保険の被保険者の資格を取得したも

の。ただし、当該資格を取得した日におい

て年齢６５歳以上である者に限る。 

ア～オ 略 ア～オ 略 

(3) 略 (3) 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

附 則 附 則 

１～１５ 略 １～１５ 略 

（平成３１年度以後の年度分の国民健康保険

税の減免の特例） 

 

１６ 当分の間、平成３１年度以後の第３２条

第１項第２号の規定による国民健康保険税の

減免については、同号中「６５歳以上である

者で、資格取得日の属する月以後２年を経過

する月までの間」とあるのは、「６５歳以上

である者」とする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

平成３０年４月から施行された国民健康保険の制度改正により、本町の国民健

康保険の運営は広域化され、愛知県が財政運営の責任主体として、安定的な財政

運営や効率的な事業の確保等の中心的な役割を担うことで、制度の安定化が図ら

れることになりました。 

これにより愛知県は、市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国民健康保

険事業費納付金を決定するとともに保険料率の標準的な水準を表す標準保険料率

を示し、市町村は、この標準保険料率を参考に独自財源や収納率等の個別の状況

を踏まえて、実際の保険税率を決定します。 

この度、平成３１年度の国民健康保険事業納付金額と標準保険料率が示されま

したが、医療費水準の高い本町においては、県内市町村と比べて一人当たり納付

金額が高く、平成３０年度に行った税率改正後もまだ、標準保険料率を大きく下

回っています。 

医療の高度化や被保険者の高齢化等による医療費の増加に対応し、将来にわた

って安定した国民健康保険制度を目指すためには、税率等の継続的な見直しが必

要不可欠です。被保険者にとって過度な負担増とならぬよう十分に留意した上

で、必要な税率等の改正を行うものです。 

また、国が、被用者保険本人の後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康

保険に加入した旧被扶養者に実施している国民健康保険税の減免について、後期

高齢者医療制度の運用開始当初から「資格取得後２年を経過する月までの間」と

したものの、「当面の間」継続して実施してきた応益保険税の軽減を、平成３１

年度から「資格取得後２年を経過する月までの間」とする方針を決定したことに

伴い、条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 国民健康保険税率等の見直し 
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ア 基礎課税額（医療分）に関する改正 

 
改 正 前 改 正 後 

（参考）     

標準保険料率 
改正条項 

所得割 ４．３５％ ４．５７％ ５．５１％ 第３条 

資産割 １０．０ ％ １０．０ ％ １２．４２％ 改正なし 

均等割 ２６，７００円 ２７，８００円 ３３，５５４円 第５条 

平等割 ２０，１００円 ２０，７００円 ２４，５１７円 第６条 

※後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額については改正なし。 

 

  イ 国民健康保険税の減額に関する改正（第２６条関係） 

（７割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 １８，６９０円 １９，４６０円 第１項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

１４，０７０円 １４，４９０円 第１項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ７，０３５円 ７，２４５円 第１項イ(イ) 

医療分平等割特定継続世

帯 
１０，５５３円 １０，８６８円 第１項イ(ウ) 

（５割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 １３，３５０円 １３，９００円 第２項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

１０，０５０円 １０，３５０円 第２項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ５，０２５円 ５，１７５円 第２項イ(イ) 

医療分平等割特定継続世

帯 
７，５３８円 ７，７６３円 第２項イ(ウ) 

（２割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 ５，３４０円 ５，５６０円 第３項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

４，０２０円 ４，１４０円 第３項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ２，０１０円 ２，０７０円 第３項イ(イ) 
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医療分平等割特定継続世

帯 
３，０１５円 ３，１０５円 第３項イ(ウ) 

 

(2) 旧被扶養者減免の減免期間の見直し 

後期高齢者医療制度と同様に、旧被扶養者に係る応益割について、資格取得

月以後２年間に限り（これまでは当面の間）、減免を実施することに見直しま

す。 

応能割については、従来どおり、当面の間、旧被扶養者減免を実施します。 

※旧被扶養者減免（応益割） 

７５歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することによ

り、その被扶養者（６５歳から７４歳まで）が国民健康保険に加入する場合

の均等割及び平等割の半額を減免する。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日から施行します。 
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